
令和 7年第 7回東久留米市農業委員会総会 次第 

 

１． 日時・場所 令和 7年 7月 25 日（金） 午後 4時 00 分～ 

 市役所 7階 703 会議室 

２．出欠席 

1 番 松本 正一 出・欠 2 番 野瀬 和昭 出・欠 3 番 野島 孝宏 出・欠 

4 番 榎本 義彦 出・欠 5 番 吉田 勇 出・欠 6 番 並木 隆 出・欠 

7 番 小宮 光夫 出・欠 8 番 髙𫞏 圭一 出・欠 9 番 村野 清 出・欠 

10 番 篠宮 仁 出・欠 11 番 篠宮 泰則 出・欠 12 番 岸 良晴 出・欠 

13 番 吉㚖 努 出・欠 14 番 野﨑 武典 出・欠   

  （出席 13 名、欠席 1 名、委員の過半数以上の出席により会議は成立） 

  

３．議事録署名委員       11 番委員・篠宮 泰則   12 番委員・岸 良晴 

 

４．前回の議事録の承認    8 番委員・髙𫞏 圭一    10 番委員・篠宮 仁 

 

５．専決処理事項 

（１）報告第 13 号 12～13 番 農地転用届出書の受理について（農地法第 4 条第 1項第 7号） 

（２）報告第 14 号 21～25 番 農地転用届出書の受理について（農地法第 5 条第 1項第 6号） 

 

６．報告事項 

（１）第 45 回農業後継者顕彰事業の候補者について 

（２）第 65 回企業的農業経営顕彰事業の候補者について 

（３）東京みらい農業協同組合第 30 回通常総代会 （6月 25 日） 

（４）JA農地貸借意見交換会について（7月 7日） 

（５）地場産農産物の夕市について 

（６）東久留米市物価高騰対応農業用機器等整備支援事業補助金事業について 

（７）鳥獣害の影響および対策に関するアンケート結果について 

（８）令和 7年度東京都指導農業士の認定申請に係る推薦について 

 

７．その他 

 (１) 農業委員からの報告 

 (２) JA 理事からの報告 

(３) その他 

 

８. 次回総会 令和 7年第 8回東久留米市農業委員会総会 

        令和 7年 8月 18 日（月）午後 1 時 30 分～ 市役所 7階 701 会議室  



令和 7年第 7回東久留米市農業委員会総会 

◎開会 

○事務局長 只今より、令和 7 年第 7回東久留米市農業委員会総会を開会します。 

                                      

 

◎出欠席 

○事務局長 委員の出欠席を確認します。出席 13 名、欠席 1 名、農業委員会会議規

則第６条により、委員の過半数以上の出席により会議は成立となります。 

                                      

 

◎議事録署名委員 

○事務局長 ３．議事録署名委員につきましては、11 番篠宮
しのみや

 泰則
やすのり

委員・12 番岸
きし

 良
よし

晴
はる

委員にお願いいたします。 

                                      

 

◎前回の議事録の承認 

○事務局長 ４．前回の議事録の承認に入ります。6月 25 日に開催しました 

第 6 回農業委員会総会の議事録について、8 番髙
たか

𫞏
はし

 圭一
けいいち

委員・10 番篠宮
しのみや

 仁
ひとし

委員

より承認を得ておりますのでご報告いたします。 

以降の進行にあたりましては、農業委員会会議規則第４条により農業委員会会長が執

り行います。 

                                      

◎専決処理事項 

○議長 ５．専決処理事項に移ります。（１）報告第 13 号 12～13 番 農地転用届出

書の受理について（農地法第 4 条第 1項第 7号）事務局からの説明を求めます。 

 

○事務局 資料「農地法第 4 条第 1項第 7号の規定による届出について」をご覧くだ

さい。この届出は、所有権移転を伴わず農地を農地以外の地目に変更する場合に届け

出てもらうものであり、東久留米市農業委員会の事務処理規程により専決処理案件と

なっております。 

 

～事務局説明～ 

 

○議長 ただいま、事務局より説明がありましたが、委員より質疑がございましたら

挙手にてお願いいたします。 

 

～質疑～ 



 

○議長 それでは次に（２）報告第 14 号 21～25 番 農地転用届出書の受理について

（農地法第 5 条第 1項第 6号）、事務局からの説明を求めます。 

 

○事務局 資料「農地法第 5 条第 1項第 6号の規定による届出について」をご覧くだ

さい。この届出は、農地を農地以外の地目に変更し所有権移転を伴う場合に届け出て

もらうものであり、東久留米市農業委員会の事務処理規程により専決処理案件となっ

ております。 

 

～事務局説明～ 

 

○議長 ただいま、事務局より説明がありましたが、委員より質疑がございましたら

～挙手にてお願いいたします。 

 

～質疑～ 

                                      

◎報告事項 

○議長 ６．報告事項に移ります。（１）第 45 回農業後継者顕彰事業の候補者につい

て、事務局より報告をお願いします。 

 

○事務局 前回の総会で推薦することが決まった●●さんに顕彰事業の候補者であ

ることを伝えたところ、受けていただくことになりました。 

 

○議長 続きまして、（２）第 65 回企業的農業経営顕彰事業の候補者について、事務

局より報告をお願いします。 

 

○事務局 前回の総会で推薦することが決まった●●さんに顕彰事業の候補者であ

ることを伝えたところ、受けていただくことになりました。 

 

○議長 続きまして、（３）東京みらい農業協同組合第 30 回通常総代会について、出

席してきましたので、報告をいたします。 

 

～総代会にて祝辞を述べたこと～ 

～議事がすべて可決されたこと～ 

 

○議長 続きまして、（４）JA 農地貸借意見交換会について、事務局より報告をお願

いします。 

 

～北多摩 5 市の現在の貸借の状況の報告～ 

～貸借による新規就農の報告～ 



 

～貸借制度の周知について～ 

 

○議長 続きまして、（５）地場産農産物の夕市について、事務局より報告をお願いし

ます。 

 

～即売会の販売数と売り上げについて～ 

 

○議長 続きまして、（６）東久留米市物価高騰対応農業用機器等整備支援事業補助

金事業について、事務局より報告をお願いします。 

 

～補助金の審査終了、交付決定総額と申請者数の報告～ 

～補助金を活用した農業用機器等の詳細報告～ 

 

○議長 続きまして、（７）鳥獣害の影響および対策に関するアンケート結果につい

て、事務局より報告をお願いします。 

 

～アンケートの質問に対する結果の説明～ 

～東久留米市で起きた鳥獣害被害の説明～ 

 

○吉田委員 一つの群れだけで 600 本を食べることはあるのか 

 

○事務局 基本群れは1～4頭で構成されており、1匹が食べても10本程であるため、

専門家もおっしゃっていたが 600 本の規模となると複数のグループが食べたと考え

られるとのこと。 

 

○事務局 防除に関しても被害状況を早めに周知し、電気柵などの設置も被害が出て

からではなく、事前に設置して対策をとることで効果が表れるとのこと。 

 

○議長 続きまして、（８）令和 7 年東京都指導農業士の認定申請に係る推薦につい

て、事務局より報告をお願いします。 

 

～指導農業士の資格要件等について～ 

                                      

◎その他 

○議長 7．その他に移ります。（１）農業委員から報告はございますか 

 

○吉㚖委員 ～コロナ以降の野菜の適正価格のあり方について～ 

 

○議長 続きまして、（２）JA 理事から報告はございますか。 



 

～30 周年による再度廃品回収の報告～ 

 

○議長 続きまして、（３）その他何か報告はございますか。 

 

○事務局 ～労政商工係から商工会実施の経営支援事業について～ 

                                      

 

◎次回総会  

○議長 8．次回総会についてですが、令和 7年第 8回東久留米市農業委員会総会は、

令和 7年 8 月 18 日 午後 1時 30 分より市役所 7階 701 会議室にて行います。 

 

○議長 只今をもちまして、令和 7年第 7回東久留米市農業委員会総会を閉会いたし

ます。本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和 7 年 8 月 18 日 

                       議   長 村野 清(自署) 

                         11 番委員 篠宮 泰則(自署) 

                      12 番委員 岸 良晴(自署) 


